
北区

相談支援事業の請求から支払いまでの流れ（事業者編）
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実施月と異なる実施となる場合は
事前に担当へ
【担当】王子障害相談係

赤羽障害相談係

【10日〆切】
①前月実施のモニタリング報告書
やプラン等

②①等についての請求入力
（プラン・モニタリング報告書
未提出の請求は返戻）

請求についての問い合わせ
【担当】障害福祉係


